
旅⾜┦ㄯ契⣙の㒊

㸦㐺⏝⠊囲㸧

➨一条 当♫が旅⾜⪅との㛫で⥾⤖する旅⾜┦ㄯ契⣙は、この⣙款の定めるところによります。この⣙款

に定めのない事㡯については、法令又は一⯡に☜❧された慣⩦によります。

㸰 当♫が法令に反せず、かつ、旅⾜⪅に不利にならない⠊囲で書㠃により≉⣙を⤖んだときは、前㡯の

つ定にかかわらず、その≉⣙が優先します。

㸦旅⾜┦ㄯ契⣙の定⩏㸧

➨二条 この⣙款で「旅⾜┦ㄯ契⣙」とは、当♫が┦ㄯに対する旅⾜業務取扱料㔠㸦以下「┦ㄯ料㔠」と

いいます。㸧を収受することを⣙して、旅⾜⪅の委クにより、次に掲げる業務を⾜うことを引き受ける

契⣙をいいます。

一 旅⾜⪅が旅⾜のィ⏬を作成するために必せな助ゝ

二 旅⾜のィ⏬の作成

三 旅⾜に必せな⤒㈝のぢ✚り

四 旅⾜地及び㐠㏦・宿泊機㛵➼に㛵する情報提供

五 その他旅⾜に必せな助ゝ及び情報提供

㸦契⣙の成❧㸧

➨三条 当♫と旅⾜┦ㄯ契⣙を⥾⤖しようとする旅⾜⪅は、所定の事㡯をグ入した⏦㎸書を当♫に提出し

なければなりません。

㸰 旅⾜┦ㄯ契⣙は、当♫が契⣙の⥾⤖を承ㅙし、前㡯の⏦㎸書を受⌮した時に成❧するものとします。

㸱 当♫は、前二㡯のつ定にかかわらず、⏦㎸書の提出を受けることなく㟁ヰ、㒑便、ファクシミリ、イ

ンターネットその他の㏻信手段による旅⾜┦ㄯ契⣙の⏦㎸みを受け付けることがあります。この場合に

おいて、旅⾜┦ㄯ契⣙は、当♫が契⣙の⥾⤖を承ㅙした時に成❧するものとします。

㸲 当♫は、次に掲げる場合において、旅⾜┦ㄯ契⣙の⥾⤖に応じないことがあります。

一 旅⾜⪅の┦ㄯ内容が公序Ⰻ俗に反し、ⱝしくは旅⾜地において施⾜されている法令に㐪反するおそ

れがあるものであるとき。

二 旅⾜⪅が、暴力団員、暴力団‽構成員、暴力団㛵係⪅、暴力団㛵係企業又は⥲会屋➼その他の反♫

会ⓗ勢力であるとㄆめられるとき。

三 旅⾜⪅が、当♫に対して暴力ⓗなせ求⾜Ⅽ、不当なせ求⾜Ⅽ、取引に㛵して⬣㏕ⓗなゝ動ⱝしくは

暴力を⏝いる⾜Ⅽ又はこれらに‽ずる⾜Ⅽを⾜ったとき。

四 旅⾜⪅が、㢼ㄝを流布し、偽ィを⏝いⱝしくは威力を⏝いて当♫の信⏝を毀損しⱝしくは当♫の業

務を妨害する⾜Ⅽ又はこれらに‽ずる⾜Ⅽを⾜ったとき。

五 その他当♫の業務上の㒔合があるとき。

㸦┦ㄯ料㔠㸧

➨四条 当♫が➨二条に掲げる業務を⾜ったときは、旅⾜⪅は、当♫に対し、当♫が定める期日までに、

当♫所定の┦ㄯ料㔠を支払わなければなりません。

㸦契⣙のゎ㝖㸧

➨五条 当♫は、旅⾜⪅が➨三条➨四㡯➨二号から➨四号までのいずれかにヱ当することが判明したとき

は、旅⾜┦ㄯ契⣙をゎ㝖することがあります。

㸦当♫の㈐任㸧
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➨六条 当♫は、旅⾜┦ㄯ契⣙の履⾜に当たって、当♫が故意又は㐣失により旅⾜⪅に損害を与えたとき

は、その損害を㈺償する㈐に任じます。ただし、損害Ⓨ⏕の⩣日から㉳⟬して六月以内に当♫に対して

㏻▱があったときに㝈ります。

㸰 当♫は、当♫が作成した旅⾜のィ⏬にグ㍕した㐠㏦・宿泊機㛵➼について、実㝿に手㓄が可⬟である

ことを保ドするものではありません。したがって、‶員➼の事⏤により、㐠㏦・宿泊機㛵➼との㛫で当

ヱ機㛵が提供する㐠㏦、宿泊その他の旅⾜に㛵するサービスの提供をする契⣙を⥾⤖できなかったとし

ても、当♫はその㈐任を㈇うものではありません。
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